
７．品質への道

一一ESSにおける品質に関するＬＥＧ勧告の実行一一

（第３８セッション:推奨される実践,２００４年５月２６曰）

ＭａｒｔｉｎＫＡＲＬＢＥＲＧ１ａｎｄＬａｕｒｅｎｔＰＲＯＢＳＴ

要約

200／年に，ノＺＭ１/流デチシステム広SISノ／こおけるＥ"msrqrおよびすべての国(家)締７L''弓の長

によって構成されるi誌計事業委員会は品質イニシアチブに闇する措導グループ。(ZEGノ

から発せられた錫質/こ閲する，ESSの温質宣三および２２の勧苦を採択した。

勧苦は凶下のような課題を取り扱ク。すなわち，品質のあるﾉ銃ﾃﾞﾁの,盲銃良質な生産上/Ｚ

質のjgii;得方法，回書t者色や他のテ.－夕振群青との閲頗温質と7(Zﾉﾘﾊﾟｳﾞ煮ESlSYの長短所う最良

の方法：と他の標zj讐化された道具，情報の配流評)筋道具，文書化品質管理>制92Fの実行で

ある。

現在３１;E近くか)i経過し,ﾉＺＭ/〃締チシステムの/鐸丘t員による塵ﾙ《7および多国ﾉｳｳな努力は

勧苦の学分か満iたされるか，近い将宍/こ》;iｻﾞたされることを導いてきた。ノ式)論文では，勧苦

刀j示され，これらの勧苦の実行についての/Ｉｆ=業>ﾜj>訂ij碑され，さらなる改害;に開するし）〈つ

かの考えか張示される。

問い合わせに対応する執筆者。連絡先は以下：

ＭａｒｔｉｎＫＡＲＬＢＥＲＧ

Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｕｒｏｐｅenne
EurostatGO/QualityCell
L-2920LUXEMBOURG

Luxembourg

Telephone:＋352-4301-35934
Fax:＋352-4301-35489.

E-mail:MartinKarlberg＠ceQeu.inｔ
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1．序章

1.1背景

一般的に社会の中において，公共の統計組織における品質問題に対する意識は

高まる傾向にある。高品質は必ずしもそれ自身が目的として見られるわけではな

く，公共の信頼を増進し，上位の権威に対する説明責任を確かにし，限られた資

源増加の時代における効率を改善する手段として見られている。

５年前，スウェーデン統計局は，統計の品質に関する指導グループ（LEG）の

形成について，統計事業委員会（SPC）に提案を出した（StatisticsSweden,1999)。

その提案には，広範囲な品質の主題を取り扱うための一般的な目的，また国家統

計局（NSIs）や欧州統計システム（ESS）全体における最良の実践，最低限の調

査基準，より広範囲な体系的品質改善に関する一連の勧告を与える一般的な目的

が付随している。

この提案はＳＰＣによって全会一致で支持され,結果として，品質に関するＬＥＯ

が形成された。このグループは２年後に最終報告書を提出した（Lyberge／α1,

2001)。この報告書は以下を含む：

・ＥＳＳの品質宣言に関する提案

・ＳＰＣに対する２１の勧告

・２１の勧告の実行調整作業を受け持つ実行グループを形成するため

の２２番目の勧告

SPCは全会一致で：

・品質宣言（Eurostat,2001a）を採択した

・報告書の勧告を採択した

．この作業を続けるために,Eurostatの指導力下の実行グループの設置

提案を採択した。

ＥＳＳの品質宣言と（実行グループ形成に関するｌ勧告を除く）２１の勧告は２節

で示される。

品質実行グループに関するＬＥＯ（以下では実行グループとする）は今，２００２

年以降活動してきており，活動を２００４年に終える。これは，１０のＥＳＳにおける

ＮＳＩｓ（オーストリア，フィンランド，フランス，ドイツ，イタリア，オランダ，

■
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ノルウェイ，ポルトガル，スウェーデン，英国）とベルリンlil､|統計局（Statistisches

LandesamtBerlin）と共に，Eurostatによって調整される。その仕事は以下である：

・すべての勧告の実行をしっかりと追跡すること

・共同開発活動を調整すること

1.2現状

現在，品質の勧告に関するＬＥＯが発足した後３年近くになり，勧告が行き渡

り，実行に関する年次調査がＥＳＳにおけるＮＳＩｓで配布され，５つの多国間開発

事業（うち４つは現在終了）が以下について着手された：

・主要な統計的過程における変数の分析および測定

・統計の監査方法

・利用者満足度調査

・回答者負担意識における測定

・調査のための自己評価事業

それぞれの実行事業のより詳細については付録Ａで提供されている。

これは，約半数の勧告が現在では実行され，あるいは予見可能な将来に実行

される予定であるという結果をもたらした（Eurostat,2004)。要約すると：

・５つの勧告は満たされた

。４(5)つの勧告は2004(2008)年末までに満たされそうである

・９つの勧告は，満たされるには，さらなる行動が必要であろう。

・２つの勧告は優先順位が低下した。

実行に関するさらなる詳細は第３節で与えられる。重要なことは，ＬＥＧ勧告

の多くがＥＵ１５カ国に加えてＥＥＡ，EFTA，NSIsの大多数によって満たされてい

る一方で，２００４年５月１日にＥＵに参加する１０カ国では，これらの勧告遵守に

ついての体系的な目録がないことである。したがって，現時点では程度の差は

あれ時代遅れと考えられる勧告は，２００４年５月までに一新された現実性をもつ

だろう。

1.3将来の作業

実行グループは現在，活動の最終年に入った。活動は以下をふくむ：

．すでに結論がでている４つの開発事業によって得られた結果の実行

および周知

・１，２の追加的な開発事業の着手（詳しくはいくつかの可能性のある
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事業についての第４節を参照）

・実行作業を監視すること，２００４年５月１日までにＥＵ加盟国になる

１０カ国の情勢を評価すること

第５節では，実行グループの活動が停止後，優先||頂位をつけるためにどの分野

が問題となるかが議論される。

2．品質宣言と発行されたＬＥＣ勧告

2.1ＥＳＳの品質宣言

欧州統計システム（ESS）による品質宣言（Eurostat,2001a）は，ＥＳＳの使命を

以下のことであると宣言した：

「…欧州，国内および地域水準で社会・経済に関する高品質の‘情報を欧州連合

および世界に提供し,意思決定の目的や調査や議論…のために情報が万人に利用

できるようにすること」

そして，ＥＳＳの展望は：

「1情報サービスにおける世界的な先導者となり，欧llml連合や加盟国に対する

最も重要な‘情報提供者となることである｡」

この宣言は，使命と展望を公表するために，欧州統計システムの構成員が以

下の原則によって共同の協力のために努力することを表明した：

・利用者焦点

・継続的な改善

・生産物の品質への参加

・情報のアクセス可能性

・欧州統計システム内外での協力

・データ提供者のニーズに対する尊重

・指導力への取り組み

・体系的な品質管理

・効果的で効率的な過程

・職員の満足および職員の開発
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２．２品質勧告に関するＬＥＣ

品質に関するＬＥＧの最終報告書（Lybergerα/20001）には，以下の表ｌで示

されるように，テーマによる章で勧告が提示される。

表１品質最終報告書に関するＬＥＧ勧告の配列

報告の区分勧告

品質枠組 勧告１：それぞれのNSIは，ＥＳＳにおける品質の次元および副次元にもとづいて

生産物の品質を報告すべきである。

勧告２：ＥＳＳのそれぞれの品質次元および副次元の測定可能`性は改善されるべき

である。

勧告３：過程の測定はすべての改善作業にとってきわめて重大である。鍵となる

過程の変数,測定値,測定分析の識別についての案内書が開発されるべきである。

勧告４：ＥＳＳのすべての組織は品質改善への体系的な接近を採用すべきである。

ESS加盟国は，似たようなモデルをすでに使用している国を除いて，改善の基礎

として優秀なモデルであるＥＦＱＭを使用するべきである。

勧告ミ:ＮＳｌｓはデータ供給者との関係を改善するために努力すべきであり，デー

タ供給者が彼/彼女らの作業についてどう思っているかについて調査が実施され

るべきである。回答負担の軽減や社会における統計の役害'|の認識に関わる課題に

ついては特に強調されるべきである。

勧告６:ＥＳＳ加盟国は主な事業に関するサービス水準の合意を開発すべきである。

勧告ｚ：顧客満足度調査の設計・実施・分析に関する開発事業が始められるべき

である。

勧告８：それぞれのＥＳＳ加盟国は，立案過程に関わるいかなる利用者についての

説明をふくめた，利用者と生産者の対話についての現状報告を提供すべきであ

る。品質問題の利用者の認識を高める優れた実践は,収集されるべきであり，ＥＳＳ

加盟国が利用できるようにすべきである。

品質と利用

者

勧告,:最も重要なＥＳＳの長所と短所についての深い分析が実施されるべきであ

る。行動計画はこの分析による発見にもとづいて開発されるべきである。

欧州統計シ

ステムの長

短所

勧告１０：ＮＳＩｓは共通する過程に対してＣＢＭＳを開発すべきである。ＣＢＭＳの構

築・配布・実行・修正をふくむＣＢＭＳの開発のための案内書が開発されるべきで

ある。現存していて関連するＣＢＭＳは，収集されるべきであり，ＥＳＳ内で配布さ

れるべきである。

勧告１１：統計生産に関して勧告された実践のまとまりが開発されるべきである。

この作業はＥＳＳでの実行可能性の試行に続けて，１，２の分野での勧告された実

践を発展させることから始めるべきである。

現在の最良

方法と他の

標準化の道

具
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勧告１２：ＥＳＳ加盟国はＬＥＧによって編集された現在の優れた情報管理と配布実

践の一覧を使用し，内部利用に関する行動を考慮すべきである。

勧告'且：現在のＥＳＳの情報システムに対する利用者のニーズは見直されるべき

であり，Eurostatの現在のデータベースはそれにしたがって拡張されるべきであ

る。,情報システムのさらなる管理についての指針が開発されるべきである。

勧告Ｕ：ＥＳＳに関わるいかなる方法論および品質に関する論題をふくむ２年毎

の会議が組織されるべきである。

,情報の配布

勧告垣：一般的な点検表は，ＥＳＳの調査管理者のための簡単な自己評価事業の

ために開発されるべきである。

勧告１６：例えば内部，外部，ｌ時点，継続か段階的，早急，より徹底的（例えば

評価道具

EFQM評価）といった異なる水準と異なる目的の監査方法は見直されるべきであ

り，勧告はＥＳＳに提供されるべきである。

勧告しＺ：ＥＳＳ加盟国は職員の意識を調べるべきである。そのための，つのやり

かたは，職員意識調査を実施することである。

文書化 勧告１８：ＥＳＳ加盟国は報告における文書の状態を分析すべきである。報告は改

善と日程表についての明確な優先||頂位をもった行動計画をふくむべきである。

勧告Ｕ：それぞれのＥＳＳ加盟国は，使命の宣言・配布の政策・品質の政策につ

いて述べた文書を公に利用可能なようにすべきである。

品質管理制

度の実行

勧告２０：すべての職員は，様々な種類の職員に対して様々な型の訓練計画を備

えた品質作業の中で訓練されるべきである。欧州水準の訓練は高められるべきで

ある。

勧告Ⅲ：政府統計について２年毎の品質賞が設置されるべきである。この賞は，

革新的な考えに対する単独の改善事業チームに，よく成果を発揮したＥＳＳの組

織に，あるいは統計計画チームに与えられるだろう。

3．ＬＥＣ実行状況

3.1．LEC実行状況を評価するための方法

勧告には２つの種類がある：

・勧告の１つの群は個別のＥＳＳ構成員に向けて指示されている。これ

らの勧告の実行に関する情報を収集するために，実行グループは年

次ＬＥＯ実行調査を（2002年，２００３年，次回調査は２００４年を予定）

実施してきた。

・勧告のもう１つの群は，ある種の開発作業あるいは共通行動を必要

とする勧告から構成される。これらの勧告の実施に関して集まる情
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報は，行動の適切な知識が中央で利用できるので，理解するのにと

ても容易である。

3.2．ＬＥＣ実行状況の概観

それぞれの勧告の実行状況は表Ｚで提供される。

表ＺＬＥＧ勧告の実行状況

a）それぞれの勧告の全文は表ｌに与えられている。

b)ＥＵＩ５か国とノルウェイのほとんど（約４分の３）で満たされている。

c）継続的な改善を目標にした勧告，つまりある意味では決して満たされない勧告。

3.3．ＥＦＯＭの優秀なモデル基準によるＬＥＣ実行状況

9３

勧告 実行の状況

２測定可能性の改善 勧告は満たされている b)c）

３統計生産過程の測定の手弓|き書 勧告は満たされている

９ＥＳＳのより深い分析 勧告は満たされている

１４品質と方法論に関する２年毎の会議 勧告は満たされている

１５自己評価のための一般的なチェックリスト 勧告は満たされている

４組織的な品質改善（EFQM） 勧告は２００４年中に満たされうる
a）

６サービス水準の合意 勧告は２００４年中に満たされうる a）

１９公衆の利用可能`性 勧告は２００４年中に満たされうる
a）

２０品質作業に関する職員計||線 勧告は２００４年中に満たされうる
a）

１７職員意識調査 勧告は２００８年中に満たされうる
a）

lＺ良い情報管理/配布実践 勧告は重要性が低下した

ｌ品質報告 国家統計機関からのより多くの情報が必要

５データ供給者との関係 国家統計機関からのより多くの情報が必要

８利用者/生産者の対話 国家統計機関からのより多くの情報が必要

１８記録状況の分析 国家統計機関からのより多くの情報が必要

７顧客満足度調査 国家統計機関からのより多くの情報が必要

ｌＯＣＢＭ開発報告 さらなる開発作業が必要

１１統計生産に関する推奨実践 さらなる開発作業が必要

ｌ３ＥＳＳ'情報体制 さらなる開発作業が必要

１６監杳方法 さらなる開発作業が必､要

２１２年毎の品質賞 勧告は満たされていない



勧告を分類する方法にはいくつかある。勧告第４号が改善作業の基礎として

EFQMの優秀なモデルを使うようにＥＳＳのすべての組織に促しているので，こ

のモデルを通して見てみるのは特に興味深いかもしれない。

以下の図ｌでは，どの勧告がどのＥＦＱＭの優秀モデル基準（以下の〃ＱＭ基

準として言及されている）に関係しているかを説明している。重要なことは，

ある基準への勧告の割り当てはいつも明確なわけではないことに言及すること

である。いくつかの勧告は１つ以上の基準と関係するが，一方でいくつかはこ

のモデル枠組内で容易には割り当てられない。結果的に，この図は，何か確定

的なものと言うよりはむしろ，暗示的な説明である。

図ｌから，品質勧告に関するほとんどのＬＥＯ勧告は可能にさせるもの

（と"α6/eハノに位置づけられ，約３分の1が主にj;百F美佐s"/応ノに位置づけられ

る。ノ管掌ﾌｆ７化α伽Shjpノや迂会の’繕ソ実応OCjelWeSzｲﾉなノについての基準は勧告に

は全く含まれていないようにもみえる。しかしながら，措掌力がどの］つの勧

告によっても明言されていなくとも，ＥＳＳの品質宣言（Eurostat，2001a）によっ

て表現されているように，措掌力への坂〃題みが依然としてＥＳＳの指導的な原

貝Uの1つとなっている。さらに，これらの分野が品質に関するＬＥＯ勧告によっ

てふくまれなくとも，これをＥＳＳ内の個別組織で関係する活動が行われないと

いう意味に取るべきではない（迂会の結果に関係する1つの例は,Bergmanerα/､，

2002によって説明されたスウェーデン統計局の公共の意識に関する試験調査で

ある)。

勧告の性質についてのさらなる意見，ＥＦＯＭ基準の適用される畠１次区分，実

行状況については付録Ｂで与えられる。
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4．可能性のある新しい多国間事業

4.1．背景

表Ｚからわかるように，追加的な開発作業を必要としうるＬＥＯ勧告が多くあ

る。４２から４６節では，ＬＥＧ勧告の実行を促進させる，５つの可能性のある追

加事業（いくつかは以前には採択されていなかった勧告に関してであり，いくつ

かは以前の開発事業の結果の上に構築されたものである）が，一覧化される。

4.2．顧客満足度調査

9５
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願;琴>j読邑度)調賀Fの最新茂ﾉﾘi6R事業(付録ＡのＡ4節を参照）は重要な第１歩であ

り，勧告第７号を満たすことは，以下のような顧客満足度調査における方法論的

課題に焦点を当てた，顧客>j説9度調査開発:裏業の発足を必要としうる：

・顧客/利用者の確定（母集団の枠組）

・顧客/利用者の分割

．この種の調査においてよく観察される低い回答率

。顧客/利用者のウェブ調査票

・顧客/利用者の満足度概念

・顧客/利用者の満足度を測定するための尺度

4.3．現在の最良な方法

品質に関するＬＥＯの最終報告書（LybergeM.,2001）では，多くのＥＳＳにお

けるＮＳＩｓにおいて，ＥＳＳ全体にとって有益でありうる，現在の最良な方法

（ＣＢＭＳ）に関する文書が利用可能である。結果として，以下のような最新技

術によるＣＢＭ事業が必要である：

・ＣＢＭＳの分野の選び方

・ＣＢＭＳの形式（詳細の水準，レイアウト等）

・ＣＢＭＳの状況

・開発の開始方法

・関係者の関わり方

・ＣＢＭＳの実行方法

・ＣＢＭＳの評価方法

・ＣＢＭＳの修正に関する決定方法

4.4．推奨される実践

品質に関するＬＥＧ（LybergaaL,2001）によって実施された調査が明らかにし

たのは，調査票の開発や試験をふくむいくつかの方法論的分野が，品質を確実

にするために実施されている道具という点で，他よりも開発されていないこと

である。したがって，調査票の設計および試験のための推奨される実践に関す

る開発事業を実施することは賢明である。

この事業は，調査票の設計および試験に関する一般的な勧告（多くの国家統計
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機関に当てはまりうる勧告）の開発（単独の調査票における調整とは反対）をふ

くむべきである．これは，欧州統計システムの数多くの国家統計機関で適用可能

な，調査票の開発および試験のための手引となる。

4.5.,ESAPのＩＴ導入

調査管理者のための欧州における自己点検表の現在の版(付録Ａの第Ａ５節参

照）は，「紙と鉛筆」を使って完成させることができる。最終的な事業報告書

（K6rnerandNimmergut,２００３）では，試験的な検査が示したのは，点検表の（ウ

ェブ版をふくむ)電子版の開発が統計部局での使用を大きく促進させうることで

あった。したがって，ウェブ版をふくむ，調査管理者のための欧ｿ１Nにおける自己

評価点検表のＩＴ導入から構成される事業には開発の余地がありうる。

4.6．品質に関するLECの実行事業による結果の整理

全部で５つの品質に関するＬＥＧ実行事業が２００２年に始まり，さらなる開発／

実行活動（４２～４３節参照）は近い将来に実施されるかもしれない。以前のＬＥＯ

実行活動（他の関連する道具もふくまれうる）を共同の枠組とする樺>題開発享

業は，欧州統計システム内の様々な関係者にとって，様々な品質に関するＬＥＯ

実行/開発行動の結果の利用をより容易にしうる。

この事業は,実行/開発の結果を一貫した枠組内とすることによって，「道具箱」

（例えばＯＮＳにおける統計の価値連鎖(StatisticalValueChain),AitkeneraL,２００４

を参照）を作るべきである。これは以下のことを明らかにする：

・誰がこの道具を使うべきなのか

・どのような状況でこの道具が使われるべきなのか

5．幾輪

5.1．品質に関するＬＥＧイニシアチブの影響

品質に関するＬＥＯ勧告が発行されて以来，勧告の半分は満たされてきたし，

あるいは予見できる将来に満たされる予定である（Eurostat,2004)。いくつかの

分野では，偶然の関係が議論されうる。例えば，サービス水準の合意という点で

の改善は，仮に勧告第６号が発行されていなくても起こりうるのだろうか。しか
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しながら，多くの分野（例えば多国間開発事業に関わる人々）では，達成された

改善は明らかに，品質に関するＬＥＯイニシアチブの結果である。

5.2．勢いを継続させること

品質に関する満たされてきたＬＥＯ勧告についてさえも，継続的な監視は多く

の場合必要である。もしかすると，もっとも明らかなのは，例えば品質と方法論

に関する２年毎の会議（Ｑ２004,02006,Ｑ２008,…）のそれぞれにおいて，大

規模な多国間による行動が好結果の会議には必要とされるだろう。さらに，重要

なのは，過去および今後の共同開発活動を利用することである。したがって，品

質に関する現在のＬＥＯ実行グループに関わる活動は，維持および活用の段階に

移行すべきである。追加的な勧告が適切でありうる分野がある。一群の勧告が終

結しうることによって，より深い議論を正当化としうるいくつかの主題にふれる

と：

外部評価および／または認可（例えばISO）を通して公共の信頼を確

実にすること

国内およびＥＵの課題を統合するＥＵの統計知識管理政策の設計を

通して職員退職の大きな波に対して準備すること

●

●

しかしながら，過去の経験から判断すると，欧州統計システム内の主要な関係

者によって支持されうる新しい一群の勧告を創り出すことは,数年続く作業と大

きな資源を必要とする。したがって，新しい勧告と新しい開発の必要性と，それ

とは両立しない強化と活用という必要性との折り合いの付け方は明らかに，さら

なる議論を正当化する課題である。

参考文献

AitkenA，』．Ｈ(jrngren,NJones,ＤＬｅｗｉｓ,Ｍ､ＭｏＺｉｌｈ３ｏ（2004),ＨｔＪ"c肋ｏｏｋｏ〃jll2proW"９

９"αﾉﾉlﾜﾉ句ﾉα"αかsjsq/pl1ocessVα'jα比sSubmittedtoEurostatinMay2004Published

onEurostat，sinternetsitehttp://europa・eujnt/ｃｏｍｍ/eurostat／（productlD：

GO-LEG-200405lO)．

Bergman,LarsR,AnttiAhtiainen,RobertBrageandKarl-ErikKristiansson(2002),Ａ""7ｸﾞ"here〃

ｏｃｈＳｊａｊＭｓｋα〃"火ハヴル"ｊ"gar.･F6irs/αｇﾉﾉﾉﾉｅ〃)1ﾘﾉSCB""火ハヴハ"ｊ"9．（〃ｅｐｚｌ６/ｊｃａ"ｄ

ｓｒａｒＭｃα/s”ＷｓＰｍｐｏｓａﾉﾉb'α〃ＢＷＳⅨrvG)ﾉq/SmrMcsSWe火"ﾉResearchreportNo、

l5oftheModemStatisticalSurveyspro]ect，DepartmentofStatistics，Stockholm

9８



University・

Cassel，Ｃ，Ｍ・Jiirnbert,WHolzer,GBarbieriandATiddi（2003),Smre-q/二rhe-α'/剛α城"ｇ

ｐ/α川"ｇα"。ｃα''Ｗ７ｇｏ"／ＣⅨs/ome〃〔ＭＳｑｔｊＳ/bcrjo〃８脚rve〕ﾉＭ〃ﾊﾊｮﾉ３，Submittedto

EurostatinMay2003.PublishedonEurostat,sinternetsite

http://europa､eujnt/ｃｏｍｍ/eurostat/(productlD:GO-LEG-2003050l)．

Davies,』.,SHowell,MBooleman,MlZilhﾖoandACardosoSantos(2003),Ｓｍｔｅｑ/ｵﾉ7ｅα〃

ＣＯ"cer"/"ｇﾉﾉ7ｅα"cﾉﾉﾉﾉ"ｇａｃｒＭｌ(〕ノノ〃ハＵｉＦ－Ｆｊ"αノノ印o〃，SubmittedtoEurostatin

September2003．PublishedonEurostat，sinternetsitehttp://europa・eujnt/ｃｏｍｍ/eurostat／

（productID:GO-LEG-20030930）

ＥＦＱＭ(1999),〃"oc/"cj"gEXce化"Ｃｅ・EuropeanFoundationfbrQualityManagement・

Ehling,ManfTed,ThomasK6rnerandAniaNimmergut(2003),ＤＥＭＰ‐」/VｾM′比〃Assessme"／

Ｃ/'ecMsノノｂｒＳ”ve〕ノＭＪ"αgelsPaperpresentedattheOECD/IMFWOrkshopon

AssessingandlmprovingStatisticalQuality,５－７November2003inParis,France・

Eurostat（2001a)，Ｑｚｲαﾉﾉ〃dbc/αｒａｊｊｏ〃ｑ／ﾉﾙｅ肋叩eα〃ＳＹａｒＭｃα/Ｓ【〕ｍｅｍＡｄｏｐｔｅｄｂｙｔｈｅ４２ｎｄ

ｍｅｅｔｉｎｇｏｆｔｈeStatisticalProgrammeCommitteeinSeptember200l；publishedon

Eurostat，sinternetsitehttp://europacujnt/ｃｏｍｍ/eurostat/(productlD:Qualdec)．

Eurostat(200lb),Ｅｚ"Cs/arco'ｐｏｒａｊｅｐ/α"－７bwa伽２０m

Eurostat（2002),ＦｏﾉﾉCMﾉ叩ｑ／/ｈｅ８８ｊｈＤＧＩ/ＶＳＣｏ峡ｒＥ"Ｃｅ・Actionplanpresentedatthe47【h

meetingoftheStatisticalProgrammeCommitteeinNovember2002

Eurostat(2004),Z003LEGj叩/eｍｅ"ｊａｒｊｏ〃s/ａｍｓｱapo'/－７舵seco"ｄ/"ｒｅｒｊ"Wpo〃q/ﾉﾉｊｅＬＥＧｏ〃

ＱｚＭﾉＷ７"p/eｍｅ"ｊａｒｊｏ〃Gro叩Ｔｏｂｅｓｕｂｍｉｔｔｅｄｉｎ２００４ｔｏｔｈｅＳｔａｔｉｓticalProgramme

Committee

K6rner,TandANimmergut(2003),此ve/Qpllle"/q/αSe"Assessme"ｔＰ'･ogla伽me-Fj"α/叩o"，

SubmittedtoEurostatinOctober200aAnnexVII（TheEuropeanSelfAssessment

ChecklistfbrSurveyManagers）ispublishedonEurostat，sinternetsite

http://europa・eujnt/ｃｏｍｍ/eurostat/(productlD:OO-LEG-20031010）

LybergLars，MatsBergdahl，MichelB1anc，MaxBooleman，WernerGrUnewald，MartaHaworth，

LilliJapec，TimJones，ＴｈｏｍａｓＫ６rner，HAkanLind6n，GunillaLundhoIm，Margarida

Madaleno，WalterRadermacher，MarinaSignore，MariaJoaoZilhao，IoannisTzougas

andRichardvanBrakel(2001),Ｓ"ｍｍａｒ〕ﾉRepo〃かolMie比adbrs/ｊｊｐＯｍ叩(LEGﾉｏ〃

Ｑ"αﾉﾉ肌ProceedingsofthelnternationalConferenceonOualityinOfficialStatistics，

Stockholml4-15May200LCD-ROM・PublishedonEurostat，sinternetsite

http://europa・eujnt/ｃｏｍｍ/eurostat/(productlD:KS-45-O2-8l4)．

Nimmergut,AnjaandThomasK6rner(2003),TowardsaSelfAssessmentProgrammefbrSurvey

Managers，Proceecﾉﾉ"ｇｓｑ／rheBmlSessjo〃ｑ／ﾉﾉｊｅルノe'"αrjo"αノ肋ｒＭｃａノノノＭ、に，

Berlin,Germany．

9９－



OfficefbrNationalStatistics，StatisticsNorwayandStatisticsSweden（2003)，比ve/Ｏｐｍｇ

ＭｅｔｈＭＭ,Mssessj"ｇ〃'℃e〃ｅｄ此qpo"ｓｅＢⅨrdb〃－Ａ〃ん/e伽Repolr・Submittedto

EurostatinDecember2003．

Signore,Ｍ・andHVS8eblDI(2003),Ｇ"j火ﾉﾉ"es/br叩ｏｒｊｊ"ｇｏ〃ｄｂａｌｍｅ"ｒａｊｊｏ〃ｓｊａｔ"s,Presentedat

theLEGonQualitylmplementationGroupmeetinginMarch2003．

StatisticsSweden（1999),DOposaﾉﾉｂｒａＬｅａｄｂ'ＭｊｐＧｒｏ叩ｏ〃Ｑ"αﾉﾉﾘpresentedatthe32nd

meetingoftheStatisticalProgramｍｅＣｏｍｍｉｔｔｅｅｉｎＭａｒｃｈｌ９９９．

１００



付録ＡＬＥＧ実行開発事業

Ａ１はじめに

２００２年に，５つの多国間開発事業が以下の点について発足された：

・主要な統計過程の変数における分析と測定

・統計における監査方法

・顧客満足度調査

・回答負担意識の測定

・調査に関する自己評価事業

この事業は，欧州委員会（Eurostat）からの資金供与によって支えられ，この事

業チームは欧州統計システム内の国家統計機関によって構成され，調整された。

この事業によるいくつかの知見はＡ２からＡ６までに示される。

Ａ２過程の変数（LEG勧告第３号）

ＩＮＥ－ＰＴ（ポルトガル)，ＮSSG（ギリシャ），ＳＣＢ（スウェーデン）からの代表

とともに，ＯＮＳ（英国）によって調整された，過程変数手引書事業（｢統計的過程

の主要な変数を認識し，それらの変数を測定し分析することについての手引書の

開発｣）は,２００２年６月から２００３年４月の期間中に実施された。２００４年にEurostat

に提出されたこの手引（AitkenetaL,２００４）は，Eurostatのインターネットサイト

で公式に利用可能となるだろう。

この手引書は次にあげる段階における過程の変数を認識し，測定し，分析する

方法についての案内を提供する：

・重大な生産の特徴を認識する

・過程の流れ図あるいは過程図を開発する

・測定能力を評価する

・重大な過程における安定性の決定

・過程における継続的な監視制度の確立

この手引書はさらに，（手引書事業に関して作業しているＮＳＩｓ内の）統計的過

程への応用に関するいくつかの報告書をふくむ。この報告書では，ＯＮＳにおける

統計の価値連鎖（svc）によって，過程が分類される。次にあげる過程の段階が

含まれる：

・収集あるいは分析を実施する決定

・データ収集
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・データ処理

・加重および推定

・主要結果の分析

・時系列分析

・秘匿と公開

各過程において，多くの過程変数や，これらの変数を測定するための方法が議

論される。

A３回答負担意織（LEG勧告第５号）

協力者としてＯＮＳ（英国）とノルウェイ統計局とともに，スウェーデン統計局

によって調整された回答者負担意識事業(｢回答者負担意識を評価するための方法

を開発すること－データ提供者としての役割についての回答者意識を測定するた

めの接近方法の開発｣）は，２００２年１２月に発足し，２００４年末まで続くだろう。中

間事業報告書（ONS,SSBandSCB,2003）は２００３年］２月に提出された。

過去において，回答負担は一般的に，回答時間と等しいとされてきた。しかし

ながら，回【害t青/こよって意識されたものとしての回答負担は，回答時間だけによ

っては決まらない。この事業は，回答負担意識を評価し削減するために，何が回

答負担意識を構成するかを理解し，証拠を基礎とした一群の指針を作ろうと努め

ている。焦点は事業所調査についてである。副次的な事業計画は以下をふくむ：

・回答負担だけではなく，調査設計のようなや回答者の特徴や動機や様式

選好のような近接分野に関する文ﾉﾘﾀﾗ(研究

・関係者のグループ討議あるいは面と向かって認識できる面接によって，

回書t青によって意識される調査負担について見つけ出すこと

・国家統計機関（NSI）の事業統計の管理者との議論を通して，蟇業)締チ

の管理うきによって意識される回答負担について，関連研究や経験や過去

になされた努力について収集されたデータについて見つけ出すこと

Ｍ顧客満足度調査（LEC勧告第７号）

協力者としてISTAT（イタリア）とＳＢＣ（スウェーデン）とともに，またＳＳＢ

（ノルウェイ）やＩＮＥ－ＰＴ（ポルトガル）やＯＮＳ（英国）も関わりながら，オー

ストリア統計局によって調整された顧客満足度調査事業(｢顧客満足度調査一最新

技術事業｣）は，２００２年６月から２００３年４月までの期間中に実施された。この最

終報告書（CasseMα/､,2003）はEurostatのインターネットサイトで利用可能であ
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る。

この事業によるいくつかの知見は以下のことをふくむ

・回答するNSIsのほぼ90％がなんらかの形態での顧客満足度調査を実施

しているか，もしくは実施する予定である。

．ＮSISの約５０％が，利用者を以下のように分類している：公共部門，民

間部門，調査部門，一般公共，実業界，国際機関

．ＮSISの約５０％が利用者の意識の重要`性にもとづいて利用者の分類を重

み付けしている

．この事業グループは１１の異なる種類の顧客/利用者満足度調査を認識し

た：

○標準化された調査票による「伝統的な」調査

○通念の研究／「信頼の調査」

○連絡先/不満の登録

○印刷された出版物に添付された調査票

○主要な利用に対する質的な聞き取り調査

○ウェブ利用者に対するウェブ調査票

○報道発表の受取人に対する特別な調査票

○統計的なデータバンクの利用者に対する特別な調査票

○データ販売店/図書館の利用者に対する特別な調査票

○「料金を支払う」利用者に焦点をあてた特別な調査票

．より定期的な利用者満足度調査を実施する一般的な傾向がある

・調査票の標準化にむけた一般的な傾向があるが，いくつかの対象グ

ループに対しては標準化されない方法（例えば「自由記述によるフ

ィードバック」）がある

．以下にあげることがＮＳＩｓによって意識された問題の中にある：

○低い回答率（いくつかＮＳＩｓでは５０％未満）

○母集団/対象グループ/標本を定義する際の問題

○フィードバックの代表的な範囲を得る際の問題

A５自己評価（LEC勧告第１５号）

実行状況：

協力者としてオーストリア統計局，フィンランド統計局，ISTAT（イタリア)，

スウェーデン統計局，ＯＮＳ（英国）とともに，DESTATIS（ドイツ）によって調
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整されたDESＡＰ事業（｢調査に関する自己評価事業の開発｣）は，２００２年１０月か

ら２００３年１０月の期間中に実施された。付録にあるような点検表をともなった最

終報告書（(K6rnerandNimmergut,2003)は２００３年１０月にEurostatに提出された。

ＥｈｌｉｎｇｅｊａＬ（2003)とNimmergutandK6rner(2003)で議論されてきた点検表は，

Eurostatのインターネットサイトで公に利用可能となっている。それは次にあげ

る段階をふくむ分野をともなった調査票である：

・調査を実施する決定

・調査設計

・データ収集

・データ獲得とデータ処理

・データ分析と結果の品質

・文書化と配布

・改善の周期

A６監査方法（LEC勧告第１６号）

協力者としてＣＢＳ（オランダ)，ＯＮＳ（英国）とともに，ＩＮＥ－ＰＴ（ポルトガル）

によって調整された監査事業（｢統計の監査方法一最新技術事業｣）は，２００３年１

月から２００３年６月の期間中に実施された｡最終報告書(DavieseM.,2003)は２００３

年９月にEurostatに提出され,Eurostatのインターネットサイトから公に利用可能

である。

この事業報告書は以下にあげる点を区別する

品質監査

○過程の監査

○「ISOに類似した」監査

○追跡監査

○最良の実践の監査

○同僚による評価

ＯＥＦＱＭ監査

統計の監査

電子データ処理監査

緊急事態監査

「経営に類似した」監査

●

●
●
●
●
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この報告書は品質と統計的監査に焦点をあて，そのような監査のNSIにおける

経験の実例を提供している。
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付録ＢＬＥＧ勧告に関する詳細情報

Ｂ１はじめに

以下に提供される情報は２００３年のＬＥＯ実行状況報告（Eurostat,2004）に基づ

く。Ｂ２からＢｌＯまでの節は，９つＥＦＱＭ基準の中の１つに影響を与える勧告に

当てられている。ＥＦＱＭの畠||基準に適用された番号は，ＥＦＯＭ（1999)によって適

用されたものである。

（2003年のＬＥＯ実行調査が２００３年中頃に実施されたので）以下に使われる近

日という言葉は２００３年５月から２００４年５月までを意味する。

本論文では,勧告が満たされるかどうかの最低基準をＮＳＩｓの４分の３と設定し

た（ある基準で遵守することがすべてのAmsに求められる勧告に関して)。

Ｂ２指導力に影響を与える勧告の実行

指導力の基準はいくらか，図１にある他の可)能にするもの⑬"α6/ersノに害'|り

当てられる多くの勧告に関係する。しかしながら，それは個人の質やある組織の

指導者の経営姿勢に主に焦点を当てている。

ＥＳＳ内の個別組織では指導力に関係する改善行動が確かにある（例えば指導力

コース）一方で，この主題に関して発行するＬＥＯ勧告はない。しかしながら，措

凛力への願〃題みは，ＥＳＳ品質宣言（EurostaL2001a）によって表明されているよ

うに，ＥＳＳの指針となる原則の1つである。

B３政策や戦略に影響を与える勧告の実行

B3Ｊ関係性/こお/ﾌﾟろ勧告ﾗ/ztf詩と戦/I啓

垣をj詩と戦ﾉﾘ唇の基準は，他のzｱ)亨皆にするものの基準に割り当てることができない

多くの包括的な行動にかんする標準的な分類のようにみえる。本論文では，勧告

は，（,結果の基準に関係するのではなく）一般的な情報収集，政策の対話，全体的

な枠組に関連する。

品質改善に関する体系的な接近法の採用についての勧苦第４号は，全体的な統

一されたNSI戦略における品質改善の点に当てられる。
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ＥＳＳのＳＷＯＴ分析に関する勧告F第９号は，基本的な政策と戦略に関する情報

の収集に関係する。

ＥＳＳに関連する方法論的および品質に関するいかなる主題をもふくむ２年毎の

会議の組織についての勧苦篇〃号は，基本的な政策と戦略に関する収集（調査，

学習，外部からの関係する活動を通して収集）に関係する。

（使命宣言や普及政策や品質政策について説明する，公に利用可能な文書を各

ESSメンバーが作成すべきである，ということを明記した）勧告第/９号は，政策

や戦略の伝達に関係する。

B３２画t策および戦/l瞥Vこおける勧告.･実行ｲｸf紀

図Ｂｌから見ることが出来るように,調査された約半分のＮＳＩｓはＥＦＱＭモデル

（あるいは類似のモデル）を使っており，一方で，他のほとんどのNSIsは近日中

にこのモデルを実行しようとしていた。したがって,勧苦第乎号は200‘年の筍に

満たき,i/zやすいだ､ろブ。

1６

f２

LWl無回答

□!いいえ/予定も無

団いいえ/予定は有

■はい

８

４

０

C1＋Ｃ２－ＥＦＯＭ優良モデルあるいは類似モデルの使用

図Ｂ１ＺＯＯ３年ＬＥＣ実行調査のＣ１とＣＺの質問に対する回答

Ｃｌ：あなたはＥＦＱＭモデルあるいは類似のモデルを（少なくとも部分的に）使いますか？

Ｃ２：あなたはＥＦＱＭあるいは類似のモデルを近日中に実行するつもりですか？
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勧苦第９号は，行動事業（Eurostat,2002）によって追跡されたＥＳＳによる深い

評価によって満たされてきた。

勧苦第/‘号は満たされた。つまりQ2004会議である。本論文が発表される会

議は，ＥＳＳに関わる方法論および品質関連の主題をふくむ２年毎の一連の会議に

おいて最初の会議である。

図Ｂ２によると，品質政策が公に利用可能となっているのはNSIsの約半数をほ

んの少し超えるだけである一方で,使命宣言や普及政策はNSIsの大多数で公に利

用可能となっているようである。もしＮＳＩｓが計画通り品質政策を公表すれば，

ＮＳＩｓの約４分の３が２００４年中頃までに公に利用可能な品質政策を持つだろう。

したがっで勧苦第１９号は200イ年卿こ満7とされるたちク。

Ｈ１＋Ｈ２－使命宣言，普及政策および品質政策の公共利用可能性

1６

1２ L|無回答

□利用できない

回利用可能性の計画中

■利用可能

８

４

普及政策 品質政策使命宣言

図Ｂ２ＺＯＯ３年ＬＥＧ実行調査のＨ１とＨ２の質問に対する回答

Ｈ１：現時点であなたの組織において［使命宣言，普及政策，品質政策］のうちどれが公に利用可能となっているかを

示してください。

Ｈ２：もし，使命宣言，普及政策，および／または品質政策が公に利用可能となっていない場合，どれを近日中に利用可

能とする予定ですか？
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Ｂ４人々に影響を与える勧告の実行

Ｂ４Ｉ１爵砂;F性/ごおける勧苦／■ﾉ(々

すべての職員が品質作業において訓練されるべきこと，各ＥＳＳメンバーが訓練

事業を開発すべきことを明記している勧苦第２０号は,人々の能力を管理すること

に関するＥＦＱＭの人々の副基準（3b）に直結する。

ＥＳＳメンバーが職員の意識を研究すべきことを明記している勧苦第１７号は，

人々と組織の間の対話に関するＥＦＱＭの人々の副基準（3b）に関係する。

政府統計の２年に１度の品質賞の設立に関する勧言第２１号は,賞と表彰に関す

るＥＦＱＭの人々の副基準（3e）に直結する。

Ｂ４２人々における勧苦：実行#f況

図Ｂ３によれば，調査された４分の３を超えるＮＳＩｓが品質に関する訓練事業を

持つか，２００４年にそのような事業を計画するかのいずれかであるようにみえる。

したがって，勧告第２０号は200イ年末美で/こﾉﾉ蒜たされるだmろう。

1６

1２

ＬⅡ無回答

□いいえ/予定も無

曰いいえ/予定は有り

圏はい/一部2002年

■はい

８

４

0

Ⅲ＋１２品質に関する訓練事業？

図Ｂ32003年ＬＥＣ実行閲査の１１と１２の質問に対する回答

１１：あなたは現在，品質に関する利用可能な訓練事業を持っていますか？

１２：そのような訓練事業が近日中に予見されますか？
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勧苦第１７号が人々の′結果の基準にも関係するので，この勧告の実行はＢ８２節

で議論される。

現在，Eurostatは，勧告第２／号で明記された賞への資金提供や運営のための資

源を欠いており，したがって，この勧苦はﾉﾉ蒜たされていない。実行グループは現

在，賞における資金提供および管理の代替的資源を探るか，あるいは外部委託や

最善の実践を継続的に共有するための討論会のような代替的な接近方法に優先順

位を与えるか，のどちらにするかを熟考している。

B５協力関係や資源に影響を与える勧告の実行

B〃ノ莞7孫性/ごおける勧苦／協力と資源

データ提供者をNSIsの外部協力者としてみなしうるとき（これは特に，事業所

/機関の回答者にあてはまる)，（ＮＳＩｓとデータ提供者との間の関係性の改善を要

求する）勧告第５号は，外部協力者の管理に関するZ諺力と農F源の畠Ⅲ基準（4a）に

関係する。

以下にあげることに関する勧苦第１２，１３，１８号は：

．,情報管理と普及実践

・ＥＳＳの情報制度

・文書化

Ｉ情報と知識管理に関する協力と貴FilZ頁の副基準（4e）にすべて関係する。

Ｂ５２Ａｉｉｒ力と農FEI原の勧告.･実行1ｹf〃

現在，回書t:負担,意識事業（付録ＡのＡ３節を参照のこと）が進行中である。し

かしながら，この事業が終了した後でさえ，勧告第５号はすべての面において満

たされないだろう。なぜなら，この事業は多面的な勧告のすべての面をふくむこ

とを目的としていないからである。

情報管理と普及実践の分野内における発展は非常に急であると考えられるので，

勧苦第１２号（で言及される一覧）は畔代遅i/zとなった。

ＬＥＯ勧告第１３号は，利用者のニーズのいかなる評価も導かなかったし，ＩＳ管

理指針のいかなる開発も導かなかった。Eurostatの現在のデータベースの拡張が

ある程度行われ，さらなる開発が進行中である。しかしながら，状況は依然とし

て満足からはほど遠く，したがって；勧告第ﾉ３号は満たされて↓}ない。さらに，
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開発作業が実施されなければならない。

図Ｂ４からわかるように，NSIsのほぼ４分の３は文書化に関する行動計画を持

っている。しかしながら，勧告第１８号は勇庇満たされてIMMoSignoreandS8ebD

(2003)によって開発された文書化の指針に従うと，勧告の遵守が評価される前に

行動計画の提出と完了が必要とされる。

1６

1２

L|無回答

□いいえ

團未完成/部分的

■はい

８

４

０

Ｇ１－文書化のための行動計画がありますか？

図Ｂ４２００３年ＬＥＣ実行調査のＧ１とＧ２の質問に対する回答

B６過程に影響を与える勧告の実行

B6J關孫性における勧告／過程

以下にあげることに関する勧昔第/０，１Ｊ，ｊ６号は：

．最も一般的な過程に対する現在の最良方法（ＣＢＭＳ）の開発

・ＥＳＳの調査管理者のための簡潔な自己評価事業に対する一般的点検表

の開発

・会計方法の検討

体系的な過程管理に関する過程の扇'|基準（5a）にすべて関係する。

推奨される一群の実践の開発に関する勧苦篇〃号は過程改善に関する過程の畠'|基
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準（5b）に関係する。

サービス水準の合意および利用者と生産者の対話に関する勧昔第６，８号の両方は，

顧客のニーズおよび期待に関する過程の畠'|基準（5c）と，顧客関係の管理に関する畠リ

基準（5e）に関係する。

B6２過程における勧告.･実ﾌﾟﾃﾙf況

図Ｂ５からわかるように，NSIsの４分の３は，サービス水準の合意あるいは一般的

なサービス水準の宣言のいずれかを持っている（あるいは計画している)。もし一般的

なサービス水準の標準が十分であると考えられるなら,勧告第６号は200ｲﾕｩE末美で仁

満たされるだ､ろク。

1６

L1無回答

１２ □いいえ

園ＳＬＡ不使用/使用予定は有

８
ＳＬＡ不使用/一般的な宣言あるい

囹
は他の方法を使用

４ 國ＳＬＡ使用２００２年

■ＳＬＡ使用

０

、＋Ｄ２＋、３－サービス水準の合意（SLA）

図Ｂ５２００３年ＬＥＣ実行爾査のＤ１，，２，，３の質問に対する回答にもとづく，サービス

水準の合意の使用

Ｄ１－あなたの組織は外部利用者とのサービス水準の合意を使用していますか？

D2－あなたは自分の組織の中でサービス水準の宣言を持っていますか？

D3-この勧告に関してあなたの機関の特別な行動をなんでも記述してください。

利用者と生産者の対話における現状の報告書はまだ提出されてきていない（このよ

うな報告書のためのいかなるひな形も開発されてきていない)。したがって，勧告第８
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号は満たされてきてし'なし'。

勧苦第１０，〃号は/可ご方とＷこ，これらの勧告に専念する開発事業が着手されてこな

かったので，満たされてきてＩＭＭ。しかしながら，開発事業が現在，これら両勧告

ために考慮されている（４３と４．４節を参照)。

、ＥＭＰ事業（｢調査に対する自己評価開発事業｣，付録ＡのＡ５節を参照）の主要な

達成物である点検表（K6rnerandNimmergut2003の事業報告書の付録Ⅶ）は２００３年

１０月にEurostatに提出され,Eurostatのインターネットサイトで公に利用可能である。

したがって勧苦第１５号は満たさ"/zだ。

監査事業（｢統計の監査方法一最新技術事業｣，付録ＡのＡ６節を参照）の報告書

（DavieseraL,2003）は，Eurostatのインターネットサイトで公に利用可能である。こ

の事業は重要な第一歩であるが,勧苦第１６号は満たされて↓'なし'｡なぜなら，これは，

監査方法に関する一群の勧告の開発に焦点をあてた，追加的な事業の起ち上げが必要

でありうるからである。

B７顧客の結果に影響を与える勧告の実行

B刀'屋7原盤/こお/ﾌﾟろ勧苦／顧蓉の鑑果

顧客満足度調査における設計や実行や分析についての開発事業に関する勧告

第７号は，（顧客）意識の尺度に関する顧客・の,鑑杲の副基準（6a）に直結する。

ＥＳＳの品質構成要素の測定可能性やＥＳＳの品質構成要素に基づく報告に関す

る勧苦第１，２号は，生産物の品質が利用者にとっては中心的であるので，（顧客）

実績指標に関する,顧客盲の鑑杲の副基準（6b）に関係する。

B７２，顧客.の結芙!/ごおﾉﾌﾞろ勧舍：実行bl6f〃

ＥＳＳの品質定義が広く採用されている一方で，（生産物品質における実際の報

告の形態の中で）その定義の適用はＮＳＩｓのすべてで評価されてきてはいない。

したがって，動き第１号ば満たされていないと考えられる。

図Ｂ６からわかるように，調査されたNSIsの約４分の３は，昨年に改善事業を

始めた。したがって，勧苦第２号は満たされていると言うことができる。しかし

ながら，この勧告の遵守は評価しづらい。ある意味では，それは測定可能`性につ

いていくらかの改善が生じた直後に満たされる。他の意味では，それは継続的な
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改善を目的としているので，決して満たされることはない。

′顧客満足度認亘F裏業(付録ＡのＡ４節を参照のこと）における最終事業報告書

（CasseleraL,2003)は,Eurostatのインターネットサイトで公に利用可能である。

この事業は重要な第一歩であるが，勧告第７号は満たされて↓iない。なぜなら，

これは，顧客満足度調査のさらなる開発に焦点をあてている，追加的な事業の起

ち上げを必要としうるからである。

1６

ＩＬ１無回答

1２

□いいえ

８
囲既存事業の継続

４ ■はい

｡

B１－調査期間中にＥＳＳの品質次元における測

定可能性を改善させるために，新しい事業ある

いは行動を起こしましたか？

図Ｂ62003年ＬＥＣ実行禰査のＢ１の質問に対する回答

Ｂ８人々の結果に形容を与える勧告の実行

B8Ｊ閣係性におﾉﾌﾞろ勧告／ﾝ(々の淀F栗

ＥＳＳメンバーが職員意識を研究すべきであると明記している勧告第／７号は，

意識の尺度に関するＥＦＱＭの人々の漏邑黒の副基準（7a）に関係する。

B82人々のｊｉ目F栗/こおける勧告：実行|ｸf況

図Ｂ７によると，ＮＳＩｓの４分の３は，職員意識調査を持っているか，向こう５

年間にそのような調査を予定しているかのいずれかである。したがって，勧告第

１７号は2008iiE末美で仁は》奇たされるだ､ろう。
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１６

：Ｗ無回答

1２
□いいえ/予定も無

回いいえ/予定は有
８

はい/隔年かそれよりも頻繁で

函
はないが実施

４

■はい/毎年実施

０

F1＋F2＋F３－職員意織調査

図Ｂ72003年LEC実行調査のＦ１，Ｆ２，Ｆ３の質問に対する回答にもとづく，職員意織調

査の存在と計画

F1：あなたは定期的に職員意識調査を実施していますか？

Ｆ２：その調査の実施頻度を記述してください。

Ｆ３：職員意識調査を向こう５年間に予定していますか？

Ｍ社会の結果に影響を与える勧告の実行

迂会の淀F笑についてのＥＦＱＭ基準は，社会との関係における認識と実行を取

り扱う。ＥＳＳ内の個別組織では社会に関係した改善行動（例えばBergmaneraL，

2002によって記述された，スウェーデン統計局の公衆の意識に関する試験調査）

が確かに存在する一方で，迂会の結果と発行されたどのＬＥＧ勧告との間にも明

らかな関係は存在しない。

B1O主要な成績結果に影響を与える勧告の実行

BIⅣＩ具ｸﾞ原盤/ごおける勧苦／主要>ま実i賃の漏栗

ＥＳＳの品質構成要素の測定可能'性とＥＳＳの品質構成要素にもとづいた報告に

関する勧苦篇/，２号は，生産物の高い品質を達成することはＥＳＳのほとんど
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の組織にとって主要な目的であるので，主要>ま実績の,結果【に関する，主要な実

績の結果の副基準（9a）に関係する。例えば，これはEurostatでは使命宣言に

謡われている（Eurostat,200lb)。

主要な過程の変数や自己評価や監査を認識することに関する勧告第３，１５，

１６号は,主要な実績/吉漂に関する主要な実績の結果の副基準(9b)に関係する。

BIO２主要な′結果/こおける勧苦.･実行抄fzjIB

勧苦第Ｚ２号は,顧琴の結果の基準にも関係するように，これらの勧告の実行

はＢ７２節で議論される。

勧告第１５，１６号は過程の淀漂の基準にも関係するように，これらの勧告の実

行はＢ6.2節で議論される。

手引書事業（｢統計的過程における主要な変数を認識すること，そしてそれら

の変数を測定し分析することに関する手引書の開発｣,付録ＡのＡ２節を参照の

こと）の主要な成果である手引書(AitkenejaL,2004）は,２００４年３月にEurostat

に提出された。したがって，勧苦第３号は満たされた。
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